
令和２年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 

 健 全 化 判 断 比 率 は 、『 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 』 に お い

て 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 性 に 関 す る 比 率 と し て 定 め ら れ た 、 実 質 赤 字

比 率 、 連 結 実 質 赤 字 比 率 、 実 質 公 債 費 比 率 及 び 将 来 負 担 比 率 の ４ つ の 財 政 指

標 で す 。 ま た 、 資 金 不 足 比 率 は 、 自 治 体 が 運 営 す る 公 営 企 業 の 経 営 の 健 全 度

を 測 る 指 標 で す 。  

こ れ ら の 指 標 に つ い て は 、 財 政 の 早 期 健 全 化 や 再 生 の 必 要 性 を 判 断 す る も

の で あ る と と も に 、 他 団 体 と 比 較 す る こ と に よ り 財 政 状 況 を 客 観 的 に 表 す 意

義 を 持 ち ま す 。 こ れ に よ り 、 平 成 1 9 年 度 決 算 か ら 公 表 が 義 務 付 け ら れ 、 ま

た 、 平 成 2 0 年 度 決 算 か ら は 、 指 標 の い ず れ か が 一 定 基 準 以 上 と な っ た 場 合

に は 、 財 政 健 全 化 計 画 又 は 財 政 再 生 計 画 の 策 定 ・ 公 表 が 義 務 付 け ら れ て い ま

す 。 ま た 、 同 様 に 資 金 不 足 比 率 が 経 営 健 全 化 基 準 以 上 と な っ た 場 合 に も 、 公

営 企 業 の 経 営 健 全 化 計 画 を 策 定 ・ 公 表 す る こ と 等 が 義 務 付 け ら れ て い ま す 。  

 

１ 健全化判断比率 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

宮 若 市 － － ５．９％ － 

早期健全化基準 １３．４９％ １８．４９％ ２５．００％ ３５０．００％ 

財政再生基準 ２０．００％ ３０．００％ ３５．００％  

≪参考：福岡県内の状況≫ 

27 市 平 均 

  

５．９％ １３．４％ 

31 町 村 平 均 ６．５％ ２２．１％ 

58 市 町 村 平 均 ６．３％ １８．１％ 

備考 

1 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、「－」と記載しています。 

2 平均値は各指標の合計値を団体数で除した単純平均です。 

3 政令市は一部基準が異なるため平均値から除いています。 

 

２ 資金不足比率（宮若市が運営する公営企業） 

会 計 名 資 金 不 足 比 率 経 営 健 全 化 基 準 

水 道 事 業 会 計 － 

２０．００％ 簡易水道事業会計 － 

下水道事業会計 － 

備考 

 資金不足が生じていない場合は、「－」と記載しています。 



３ 過去の各指標の推移 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率 

令和元年度 － － ５．５％ － － 

平成 30 年度 － － ５．１％ － － 

平成 29 年度   ５．０％ － － 

平成 28 年度 － － ５．０％ － － 

平成 27 年度 － － ５．４％ － － 

平成 26 年度 － － ６．１％ － － 

平成 25 年度 － － ７．５％ － － 

平成 24 年度 － － ９．０％ － － 

平成 23 年度 － － １０．８％ ９．８％ － 

平成 22 年度 － － １１．７％ ２４．０％ － 

備考 

実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合、また、資金不足が生じていない場合

は、「－」と記載しています。 

 

【 用 語 解 説 】  

■ 実 質 赤 字 比 率  

一 般 会 計 等 （ 宮 若 市 で は 、 一 般 会 計 と 住 宅 新 築 資 金 等 特 別 会 計 ） を 対 象 と し た 実 質 赤

字 額 の 標 準 財 政 規 模 に 対 す る 比 率 で 、 福 祉 、 教 育 等 を 行 う 一 般 会 計 等 の 赤 字 の 程 度 を

指 標 化 し 、 財 政 運 営 の 悪 化 の 度 合 い を 示 す も の  

※ 住 宅 新 築 資 金 等 特 別 会 計 は 平 成 3 0 年 度 末 で 廃 止  

■ 連 結 実 質 赤 字 比 率  

全 会 計 を 対 象 と し た 実 質 赤 字 額 又 は 資 金 の 不 足 額 の 標 準 財 政 規 模 に 対 す る 比 率 で 、 水

道 事 業 等 の 公 営 企 業 を 含 む 全 体 の 赤 字 の 程 度 を 指 標 化 し 、 地 方 公 共 団 体 全 体 と し て の

財 政 運 営 の 悪 化 の 度 合 い を 示 す も の  

■ 実 質 公 債 費 比 率  

一 般 会 計 等 が 負 担 す る 元 利 償 還 金 等 の 額 の 標 準 財 政 規 模 を 基 本 と し た 額 に 対 す る 比 率

で 、 借 入 金 返 済 額 等 の 大 き さ を 指 標 化 し 、 資 金 繰 り の 程 度 を 示 す も の  

■ 将 来 負 担 比 率  

公 社 等 損 失 補 償 を 行 っ て い る 団 体 の も の も 含 め 、 一 般 会 計 等 が 将 来 負 担 す べ き 実 質 的

な 負 債 の 額 の 標 準 財 政 規 模 を 基 本 と し た 額 に 対 す る 比 率 で 、 一 般 会 計 等 の 借 入 金 や 将

来 支 払 っ て い く 可 能 性 の あ る 負 担 等 の 現 時 点 で の 残 高 を 指 標 化 し 、 将 来 財 政 を 圧 迫 す

る 可 能 性 の 度 合 い を 示 す も の  

■ 資 金 不 足 比 率  

公 営 企 業 会 計 ご と の 資 金 の 不 足 額 の 事 業 規 模 に 対 す る 比 率 で 、 資 金 不 足 を 料 金 収 入 の

規 模 と 比 較 し て 指 標 化 し 、 経 営 状 態 の 悪 化 の 度 合 い を 示 す も の  



 

 

■ 実 質 赤 字 額  

当 該 年 度 に 属 す べ き 収 入 と 支 出 と の 実 質 的 な 差 額 で あ り 、 形 式 収 支 か ら 翌 年 度 に 繰 り

越 す べ き 財 源 を 控 除 し た 額  

■ 連 結 実 質 赤 字 額  

地 方 公 共 団 体 の 一 般 会 計 等 及 び 公 営 事 業 会 計 に お け る 連 結 ベ ー ス で の 実 質 赤 字 額  

■ 一 般 会 計 等  

地 方 公 共 団 体 の 会 計 の う ち 地 方 公 営 事 業 会 計 以 外 の も の で 、 決 算 統 計 に お け る 普 通 会

計 に 相 当 す る 会 計  

■ 標 準 財 政 規 模  

標 準 的 な 状 態 で 通 常 収 入 さ れ る で あ ろ う 経 常 的 一 般 財 源 （ 地 方 税 、 普 通 交 付 税 等 ） の

規 模 を 示 す も の  

■ 公 営 企 業  

地 方 公 共 団 体 が 経 営 す る 企 業 （ 地 方 公 営 企 業 法 が 適 用 さ れ る 法 適 用 企 業 と そ れ 以 外 の

法 非 適 用 企 業 に 分 類 ）  

■ 資 金 の 不 足 額  

公 営 企 業 ご と に 資 金 収 支 の 累 積 不 足 額 を 表 す も の  

（ 法 適 用 企 業 の 場 合 ）  

基 本 的 に 流 動 負 債 の 額 か ら 流 動 資 産 の 額 を 控 除 し た 額  

（ 法 非 適 用 企 業 の 場 合 ）  

基 本 的 に 一 般 会 計 等 の 実 質 赤 字 額 と 同 様 に 算 定 し た 額  

 


